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【資料編】 

第１章 開発許可関係例規集 
 
１ 都市計画法に基づく開発許可の基準等に関する条例（法第３４条第１

２号） 
平成 13 年 12 月 26日 

（藤沢市）条例第 18 号 

 (趣旨) 

第 1 条 この条例は、都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号。以下「法」という。)第 34

条第 12 号の規定による開発行為の許可の基準及び都市計画法施行令(昭和 44 年政令

第 158 号。以下「政令」という。)第 36 条第 1項第 3号ハの規定による法第 43 条第 1

項の建築等の許可の基準を定めるものとする。 

(平成 15 条例 26・平成 19 条例 45・一部改正) 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 線引き 法第 7 条第 1 項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分に関

する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張され

たことをいう。 

(2) 専用住宅 一戸建ての住宅であつて居住の用途以外の用途に供する部分がない

ものをいう。 

(3) 兼用住宅 一戸建ての住宅であつて建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)別表第

2(い)項第 2号に該当するものをいう。 

(4) 予定建築物 開発区域内において予定される建築物をいう。 

(法第 34 条第 12 号の規定による開発許可の基準) 

第 3 条 法第 34 条第 12 号の規定により、開発区域の周辺における市街化を促進するお

それがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適

当と認められる開発行為として条例で定めるものは、次に掲げるものとする。 

(1) 市街化調整区域において、当該市街化調整区域に係る線引きの日前から土地を所

有している者(当該線引きの際に当該市街化調整区域内の土地を所有していた者の

直系血族であつて当該線引きの日以後に当該土地を相続又は贈与により承継した者

を含み、農家(農林業センサス規則(昭和 44 年農林省令第 39 号)第 2 条第 3項に規定

する農家をいう。以下同じ。)に属する者に限る。以下「農家に属する土地所有者」

という。)の親族(農家に属する土地所有者と住居及び生計を一にしていたことがあ

る者に限る。)が、当該市街化調整区域において自己の居住の用に供する住宅を新た

に必要とするやむを得ない理由があり、当該市街化調整区域内の当該土地(以下「対

象土地」という。)のうち集落内又は集落に近接する区域にある土地において、自己

の居住の用に供する専用住宅(敷地面積が 150 平方メートル以上 400 平方メートル

以下であるものに限る。)を建築することを目的として行う開発行為 

(2) 前号に該当するものとして許可を受けて専用住宅を建築した者(以下「農家を離

れた者」という。)と住居及び生計を一にしていたことがある者(農家を離れた者の

1親等の血族に限る。)が、市街化調整区域において自己の居住の用に供する住宅を

新たに必要とするやむを得ない理由があり、対象土地のうち集落内又は集落に近接

する区域にある土地(農家を離れた者が承継したものに限る。)において、自己の居

住の用に供する専用住宅(敷地面積が 150 平方メートル以上 400 平方メートル以下

であるものに限る。)を建築することを目的として行う開発行為 

(3) 土地収用法(昭和 26 年法律第 219 号)第 3 条各号に掲げる事業の施行に伴い、当
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該事業を施行する者(以下「事業施行者」という。)の要請に基づき、建築物(専用住

宅、兼用住宅、長屋、共同住宅又は地区集会所(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)

第 260 条の 2 第 1 項に規定する地縁による団体の集会の用に供する建築物をいう。

以下同じ。)に限る。)を移転し、又は除却して当該建築物と同一の用途の建築物を

建築する必要がある場合(移転し、又は除却する建築物(以下「対象建築物」という。)

の敷地(以下「対象敷地」という。)が市街化区域内にある場合にあつては、市街化

区域内の土地に建築することにより、経済活動又は社会生活における利益又は利便

を著しく損なうこととなると認められる場合に限る。)に、対象敷地を中心とした半

径 5 キロメートルの円で囲まれる区域その他対象敷地と一体的な日常生活圏を構成

していると認められる区域内の土地であつて事業施行者があつせんしたものにおい

て、敷地面積及び延べ面積が対象建築物と同程度の建築物であつて、次のアからウ

までのいずれかに該当するものを建築することを目的として行う開発行為 

ア 専用住宅 

イ 兼用住宅又は地区集会所であつて、敷地が幅員 4 メートル以上の道路に接して

いるもの 

ウ 長屋又は共同住宅であつて、次の(ア)及び(イ)のいずれにも該当するもの 

(ア) 敷地が幅員 4メートル以上の道路に接していること。 

(イ) 予定戸数が対象建築物の戸数以下であること。 

(4) 専用住宅又は兼用住宅(以下「専用住宅等」という。)であつて、当該専用住宅等

の敷地の存する市街化調整区域に係る線引きの日前からあるもの又は当該線引きの

日以後に法第 3 章第 1 節の規定による許可を受けて建築されたものを増築し、又は

改築する目的で行う開発行為で予定建築物が次のア及びイのいずれにも該当するも

の 

ア 増築し、又は改築する前の建築物と同じ用途であること。 

イ 敷地面積の増加を伴わないこと。ただし、自己の居住の用に供するものである

場合において、増加後の敷地面積が 300 平方メートル未満であるときは、この限

りでない。 

(5) 半径 100 メートルの円で囲まれる区域においておおむね 100(市街化区域に近接

する地域にあつてはおおむね 50)以上の建築物が存する地域又はおおむね 100(市街

化区域に近接する地域にあつては、おおむね 50)以上の建築物が敷地相互間の間隔

が 50 メートル(開発行為を行おうとする土地と当該土地に最も近い建築物の敷地と

の間隔にあつては、25 メートル)以内で連たんする地域内に存する土地であつて、当

該土地の存する市街化調整区域に係る線引きの日前から宅地であることが明らかで

あると認められるものにおいて行う次のア又はイに掲げる開発行為。ただし、当該

開発行為が区画の変更を伴う場合にあつては、予定建築物の敷地面積は、150 平方メ

ートル以上でなければならない。 

ア 次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当するものを建築することを目的として行う

開発行為(開発区域の面積が 3,000 平方メートル未満であるものに限る。) 

(ア) 専用住宅 

(イ) 長屋又は共同住宅であって、次の aから dまでのいずれにも該当するもの 

a 敷地が幅員 4 メートル以上の道路に接していること又は開発行為等により

敷地が幅員 4 メートル以上の道路に接することが明らかであると認められる

こと。 

b 各戸の床面積(バルコニーの床面積を除く。)が 50 平方メートル以上である

こと。 

c 樹木等の保全又は適切な植栽が行われる土地の面積の開発区域の面積に対

する割合が、100 分の 10 以上であると認められること。 
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d 開発区域内に、予定戸数以上の区画数の駐車場が確保されていること。 

イ 建築基準法別表第 2(ろ)項に掲げる建築物(専用住宅、長屋及び共同住宅を除

く。)を建築することを目的として行う開発行為(開発区域の面積が 1,000 平方メ

ートル未満であるものに限る。) 

(平成 19 条例 45・平成 19 条例 16・平成 22 条例 21・平成 28 条例 9・平成 29 条例 3・一

部改正) 

(政令第 36 条第 1項第 3号ハの規定による法第 43 条第 1項の許可の基準) 

第 4 条 政令第 36 条第 1 項第 3 号ハの規定により、建築物の周辺における市街化を促進

するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著し

く不適当と認められる建築物として条例で定めるものは、次に掲げるものとする。 

(1) 前条第 1 号から第 3 号までのいずれかの開発行為に係る予定建築物の要件に該

当する建築物 

(2) 前条第 4 号に規定する予定建築物の要件に該当する建築物(改築に係るものに限

る。) 

(3) 前条第 5 号の開発行為に係る予定建築物の要件に該当する建築物(同号ア(ア)又

は(イ)に該当するものにあっては敷地面積が 3,000 平方メートル未満であるものに

限り、同号イに規定する建築物にあっては敷地面積が 1,000 平方メートル未満であ

るものに限る。) 

(平成 15 条例 26・旧第 4条繰下・一部改正、平成 19 条例 45・旧第 5条繰上・一部改正、

平成 19 条例 16・平成 22 条例 21・平成 28 条例 9・平成 29 条例 3・一部改正) 

附 則 

1 この条例は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。 

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に都市の秩序ある整備を図るための

都市計画法等の一部を改正する法律(平成 18 年法律第 46 号)第 1 条の規定による改正

前の法第34条第10号ロに該当するものとして許可を受けて専用住宅を建築した者は、

当該許可に係る開発行為が第 3 条第 1 号に定める基準に該当する場合における同条第

2 号の規定の適用については、同条第 1 号に該当するものとして許可を受けて専用住

宅を建築した者とみなす。 

(平成 19 条例 45・一部改正) 

3 施行日前に政令第 36 条第 1 項第 3 号ホに該当するものとして許可を受けて専用住宅

を建築した者は、当該許可に係る建築物(新築に係るものに限る。)が第 3 条第 1 号の

開発行為に係る予定建築物の要件に該当する場合における同条第 2 号の規定の適用に

ついては、同条第 1 号に該当するものとして許可を受けて専用住宅を建築した者とみ

なす。 

4 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成 12 年法律第 73 号)による改

正前の法第 43 条第 1 項第 6 号ロの規定(都市計画法及び建築基準法の一部を改正する

法律附則第 6条第 1 項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)

により確認を受けて建築された建築物は、第 3 条第 4 号の規定の適用については、法

第 3章第 1 節の規定による許可を受けて建築された建築物とみなす。 

附 則(平成 15 年条例第 26 号) 

この条例は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 19 年条例第 45 号) 

この条例は、平成 19 年 11 月 30 日から施行する。 

附 則(平成 19 年条例第 16 号) 

この条例は、藤沢都市計画文化の森地区地区計画に係る都市計画法(昭和 43年法律第 100

号)第 20 条第 1項の規定による告示があつた日から施行する。 

附 則(平成 22 年条例第 21 号) 
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1 この条例は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

2 改正後の第 3 条第 5号並びに第 4条第 1号及び第 3号の規定は、この条例の施行の日

以後にされる都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 29 条第 1項の許可及び同法第 43

条第 1 項の許可(以下「開発許可等」という。)の申請について適用し、同日前にされ

た開発許可等の申請については、なお従前の例による。 

附 則(平成 28 年条例第 9号) 

1 この条例は、平成 28 年 10 月 1 日から施行する。 

2 改正後の第 3 条第 2号及び第 5号並びに第 4条第 3号の規定は、この条例の施行の日

以後にされる都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 29 条第 1項の許可及び同法第 43

条第 1 項の許可(以下「開発許可等」という。)の申請について適用し、同日前にされ

た開発許可等の申請については、なお従前の例による。 

附 則(平成 29 年条例第 3号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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２ 都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する細則（神奈川県） 

 
（昭和45年５月30日神奈川県規則第62号） 

（趣旨） 

第１条 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）の規定に基づく開発行為等の規制に関する手続等

については、都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号）及び都市計画法施行規則（昭和４４年

建設省令第４９号）に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

（事務の委任） 

第２条 都市計画法（以下「法」という。）、都市計画法施行令（以下「政令」という。）及び都市

計画法施行規則（以下「省令」という。）の規定に基づく知事の権限に属する事務のうち、土木事務

所の所管区域内において行われる開発行為等の規制に関する次に掲げる事務（鎌倉市、藤沢市及び秦

野市の区域内において行われるものを除く。）は、土木事務所長に委任する。この場合において、開

発行為等が行われる区域をその所管区域に含む土木事務所が２以上あるときは、当該開発行為等が

行われる区域を最も広くその所管区域に含む土木事務所の長に委任する。 

（１） 法第２９条の規定により開発行為を許可すること。 

（２） 法第３４条第１３号の規定により既存の権利者の届出を受理すること。 

（３） 法第３４条第１４号（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。）の規定により

開発審査会の議を経ること。 

（４） 法第３４条の２第１項（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。）の規定によ

り国の機関又は都道府県等と協議すること。 

（５） 法第３５条の２第１項の規定により開発行為の変更を許可すること。 

（６） 法第３５条の２第３項の規定により開発行為の軽微な変更の届出を受理すること。 

（７） 法第３６条第１項の規定により工事の完了の届出を受理すること。 

（８） 法第３６条第２項の規定により工事を検査し、及び検査済証を交付すること。 

（９） 法第３６条第３項の規定により工事が完了した旨を公告すること。 

（１０） 法第３７条第１号の規定により建築制限等を緩和すること。 

（１１） 法第３８条の規定により開発行為に関する工事の廃止の届出を受理すること。 

（１２） 法第４１条第１項（法第３４条の２第２項及び法第３５条の２第４項において準用する場

合を含む。）の規定により建築物の建蔽率等を指定すること。 

（１３） 法第４１条第２項ただし書（法第３４条の２第２項及び法第３５条の２第４項において準

用する場合を含む。）、法第４２条第１項ただし書及び法第４３条第１項の規定により建築等を許可

すること。 

（１４） 法第４２条第２項の規定により国の機関と協議すること。 

（１５） 法第４３条第３項の規定により国の機関又は都道府県等と協議すること。 

（１６） 法第４５条の規定により許可に基づく地位の承継を承認すること。 

（１７） 法第４６条の規定により登録簿を調製し、及び保管すること。 

（１８） 法第４７条第１項（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。）から第５項ま

で（法第３４条の２第２項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定により登録簿に登

録し、付記し、及び修正を加え、並びに登録簿を閲覧に供するように保管し、及びその写しを交付す

ること。 

（１９） 法第８０条第１項の規定により報告及び資料の提出を求め、並びに勧告及び助言をするこ

と。 

（２０） 法第８１条第１項の規定により許可の取消し等の監督処分をすること。 

（２１） 法第８１条第３項の規定により同条第１項の規定による命令をした旨を公示すること。 

（２２） 法第８２条第１項の規定により土地に立ち入り、当該土地等を検査すること。 

（２３） 政令第３６条第１項第３号ホの規定により開発審査会の議を経ること。 

（２４） 省令第３７条の規定により登録簿を閉鎖すること。 

（２５） 省令第６０条第１項の規定により書面（法第５３条第１項の規定に適合していることを証

する書面を除く。）を交付すること。 

一部改正〔昭和４６年規則３１号・１０２号・４７年３４号・５０年３７号・５２年４５号・５７年

１３号・６１年９号・６２年１６号・６３年４号・４２号・平成元年５５号・３年７号・５年４０号・

６９号・６年１５４号・８年４５号・９年７７号・１２年１０７号・１４２号・１３年１６号・８９

号・１２１号・１４年９号・１５年３０号・１７年３８号・１９年１１４号・２４年６３号・３１年

２４号・令和４年５３号〕 
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（設計説明書の様式等） 

第３条 省令第１６条第２項に規定する設計説明書は、第１号様式によるもの及び実測図に基づく

開発区域内の公共施設の新旧対照図とする。 

（開発行為の施行等の同意書の様式） 

第４条 省令第１７条第１項第３号に規定する同意を得たことを証する書類は、第２号様式とする。 

（設計者の資格に関する申告書の様式） 

第５条 省令第１７条第１項第４号に規定する資格を有する者であることを証する書類は、第３号

様式とする。 

（開発行為許可申請書の添付図書） 

第６条 法第３０条第１項の申請書には、次に掲げる図書を添えなければならない。ただし、申請に

係る開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為で

ある場合には第６号及び第７号に掲げる書類を、主として住宅以外の建築物又は特定工作物で自己

の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為（開発区域の面積が１ヘ

クタール以上のものを除く。）である場合には第３号、第４号、第６号及び第７号に掲げる書類を、

その他の開発行為である場合には第３号及び第４号に掲げる書類を添えることを要しない。 

（１） 当該開発区域の土地の登記事項証明書又はこれに代わるもの 

（２） 当該開発区域内の土地の公図の写し 

（３） 設計概要書（第４号様式） 

（４） 実測図に基づく開発区域内の公共施設の新旧対照図 

（５） 土地利用面積表 

（６） 申請者の資力及び信用に関する申告書（第５号様式） 

（７） 工事施行者の能力に関する申告書（第６号様式） 

（８） その他土木事務所長（鎌倉市、藤沢市及び秦野市の区域内においては知事。以下同じ。）が

必要と認める書類 

一部改正〔昭和５０年規則３７号・平成５年４０号・６９号・９年７７号・１２年１０７号・１４２

号・１３年１６号・１４年９号・１５年３０号・１７年３８号〕 

（法第３４条第１３号の規定による届出） 

第７条 法第３４条第１３号の規定による届出は、都市計画法第３４条第１３号の規定による届出

書（第７号様式）により行うものとする。 

一部改正〔平成５年規則６９号・１９年１１４号〕 

（開発行為変更許可申請書の様式等） 

第８条 法第３５条の２第２項に規定する申請書は、第７号様式の２とする。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる図書を添えなければならない。 

（１） 第６条各号に掲げる図書のうち、開発行為の変更に伴いその内容が変更となるもの 

（２） その他土木事務所長が必要と認める図書 

追加〔平成５年規則６９号〕、一部改正〔平成９年規則７７号〕 

（開発行為の変更届出） 

第８条の２ 法第３５条の２第３項の規定による届出は、開発行為変更届出書（第７号様式の３）に

より行うものとする。 

２ 前項の届出書には、次に掲げる図書を添えなければならない。 

（１） 省令第２８条の４第１号に規定する予定建築物等の敷地の形状の変更にあつては、その内容

を明示した図面 

（２） その他土木事務所長が必要と認める図書 

追加〔平成５年規則６９号〕、一部改正〔平成９年規則７７号〕 

（建築制限解除の承認の申請） 

第８条の３ 法第３７条第１号の規定により承認を受けようとする者は、建築制限解除承認申請書

（第７号様式の４）に次に掲げる図書を添えて土木事務所長に申請しなければならない。 

（１） 概要説明書（第７号様式の５） 

（２） 土地利用計画図（当該解除申請に係る建築物の位置を明示したもの） 

（３） 案内図 

（４） 配置図 

（５） 建築物平面図 

（６） その他土木事務所長が必要と認める書類 

追加〔平成１２年規則１０７号〕、一部改正〔令和４年規則５３号〕 
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（工事着手の届出） 

第９条 法第２９条の許可（以下「開発許可」という。）を受けた者は、当該開発許可に係る工事に

着手したときは、直ちに工事着手届（第８号様式）により土木事務所長に届け出なければならない。 

一部改正〔平成５年規則４０号・６９号・９年７７号・３１年２４号〕 

（工事完了届出書等の添付図書） 

第１０条 省令第２９条の工事完了届出書及び公共施設工事完了届出書には、工事完了図又は公共

施設工事完了図のほか、次に掲げる図書を添えなければならない。ただし、主として自己の居住の用

に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、次に掲げる図書を添えることを

要しない。 

（１） 当該開発区域内の土地の公図の写し 

（２） 当該開発区域内の土地の地番目録 

２ 前項の工事完了図及び公共施設工事完了図は、次の表に定めるところにより作成したものでな

ければならない。 

図面の種類 明示すべき事項 縮尺 

工事完了図 

開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物等の敷地の

形状、敷地に係る予定建築物等の用途、公益的施設の位置、樹木又は

樹木の集団の位置並びに緩衝帯の位置及び形状 

５００分の１

以上 

公共施設工事

完了図 
当該公共施設の位置及び形状 

５００分の１

以上 

一部改正〔昭和５０年規則３７号〕 

（工事完了公告の方法） 

第１１条 省令第３１条に規定する工事の完了の公告は、神奈川県公報に登載することにより行な

うものとする。 

一部改正〔昭和４６年規則１０２号・４７年３４号・５７年１３号・６１年９号・６２年１６号・６

３年４号・平成元年５５号・３年７号・１２年１０７号〕 

（開発行為に関する工事の廃止の届出書の添付図書） 

第１２条 省令第３２条の届出書には、次に掲げる事項を記載した図書を添えなければならない。 

（１） 開発行為に関する工事の廃止の理由及び廃止に伴う措置 

（２） 廃止時における当該土地の状況 

（市街化調整区域内における建築物の特例許可の申請） 

第１３条 法第４１条第２項ただし書（法第３４条の２第２項及び法第３５条の２第４項において

準用する場合を含む。）の規定により許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書（第９号様

式）に次に掲げる図書を添えて土木事務所長に申請しなければならない。 

（１） 建築物等概要書（第１０号様式） 

（２） 付近見取図（方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設を明示すること。） 

（３） 敷地現況図（敷地の境界及び建築物の位置を明示すること。） 

（４） 建築物平面図 

（５） 建築物立面図（許可の申請が建築物の高さに係る場合に限る。） 

（６） その他土木事務所長が必要と認める書類 

一部改正〔昭和５０年規則３７号・平成５年４０号・６９号・９年７７号・１９年１１４号〕 

（予定建築物等以外の建築等の許可の申請） 

第１４条 法第４２条第１項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、予定建築物等以外

の建築等許可申請書（第１１号様式）に前条各号に掲げる図書を添えて土木事務所長に申請しなけれ

ばならない。 

一部改正〔昭和５０年規則３７号・平成５年４０号・９年７７号〕 

（建築物等の新築等の許可申請書の添付図書） 

第１５条 省令第３４条第１項の申請書には、第１３条第１号、第４号及び第５号に掲げる図書のほ

か、次に掲げる図書を添えなければならない。 

（１） 当該敷地に係る土地の登記事項証明書 

（２） 当該敷地に係る土地の公図の写し 

（３） その他土木事務所長が必要と認める書類 

全部改正〔昭和５０年規則３７号〕、一部改正〔平成５年規則４０号・９年７７号・１７年３８号〕 

（許可に基づく地位の承継の届出） 
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第１６条 法第４４条の規定により被承継人が有していた地位を承継した者は、遅滞なく地位承継

届（第１２号様式）に当該許可に基づく地位を承継したことを証する書類を添えて土木事務所長に届

け出なければならない。 

一部改正〔平成５年規則４０号・９年７７号〕 

（許可に基づく地位の承継の承認申請） 

第１６条の２ 法第４５条の規定により承認を受けようとする者は、開発許可承継承認申請書（第１

２号様式の２）に次に掲げる図書を添えて土木事務所長に申請しなければならない。 

（１） 申請者の資力及び信用に関する申告書（第５号様式） 

（２） 権原を取得したことを証する書類 

（３） 工事の施行状況に関する書類 

（４） 開発区域位置図 

（５） その他土木事務所長が必要と認める書類 

追加〔平成１２年規則１０７号〕 

（開発登録簿の調書の様式） 

第１７条 省令第３６条第１項に規定する開発登録簿の調書は、第１３号様式とする。 

（工事施行状況の報告書の提出等） 

第１８条 法第２９条又は法第３５条の２第１項の許可を受けた開発行為及び法第３５条の２第３

項の届出に係る開発行為に関する工事の施行者は、当該開発行為に関する工事を完了したときは、速

やかに次の表の左欄に掲げる工事の種類に応じ、当該右欄に掲げる報告事項について、その位置及び

施行状況を明らかにした写真その他の資料による報告書を土木事務所長に提出しなければならない。 

工事の種類 報告事項 

表土の保全工事 保全の状況 

擁壁工事 

１ 鉄筋コンクリート造の擁壁の基礎ぐいの耐力並びに基礎及び壁体の配筋 

２ 練積み造の擁壁の壁体の厚さ又は組積材及び裏込めコンクリートの厚さ 

３ 擁壁の水抜き穴及びその周辺 

切土又は盛土工事 

１ 急傾斜面に盛土をする場合における盛土前の段切りその他の措置 

２ 切土又は盛土をする場合における排水施設の状況 

３ 切土をする場合における地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の

土留（以下「地滑り抑止ぐい等」という。）の設置、土の置換えその他の措置 

４ 盛土をする場合における締固めの状況及び地滑り抑止ぐい等の設置その他

の措置 

道路工事 道路を舗装する場合における舗装工事開始前の当該道路の状況 

貯水施設工事 
１ 根切りを完了したときの状況 

２ 底版又は床版の配筋 

土木事務所長が指

定する工事 
土木事務所長が必要と認め、指定する工程 

２ 前項の工事施行者は、同項の表に掲げる工事のうち、土木事務所長が指定する工事については、

その指定した工程に達する日の２日前までにその工程に達する旨を土木事務所長に届け出なければ

ならない。 

一部改正〔昭和５０年規則３７号・平成５年４０号・６９号・９年７７号・１９年１１４号・２４年

６３号〕 

（開発許可済等の標識の掲示） 

第１９条 開発許可を受けた者は、当該開発区域の主要な取付道路の付近その他の工事現場の見や

すい場所に、開発許可済の標識（第１４号様式）を土木事務所長が指示する期間掲示しておかなけれ

ばならない。 

２ 法第４３条第１項の許可（以下「建築等許可」という。）を受けた者は、当該許可に係る建築等

の工事現場の見やすい場所に、建築等許可済の標識（第１４号様式の２）を当該工事が完了するまで

の期間掲示しておかなければならない。 

一部改正〔昭和５０年規則３７号・平成５年４０号・６９号・９年７７号・３１年２４号〕 
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（開発行為又は建築等に関する証明書の交付の申請） 

第２０条 省令第６０条第１項の規定により建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項

（同法第８８条第１項又は第２項において準用する場合を含む。）又は第６条の２第１項（同法第８

８条第１項又は第２項において準用する場合を含む。）の規定による確認済証の交付を受けようとす

る者が、その計画が法第２９条第１項若しくは第２項、第３５条の２第１項、第４１条第２項、第４

２条又は第４３条第１項の規定に適合していることを証する書面の交付を求めようとするときは、

開発行為又は建築等に関する証明書交付申請書（第１５号様式）に当該計画が法第２９条第１項若し

くは第２項、第３５条の２第１項、第４１条第２項、第４２条又は第４３条第１項の規定に適合して

いることを証するため土木事務所長が必要と認める書類を添えて土木事務所長に申請しなければな

らない。 

一部改正〔昭和５０年規則３７号・平成５年４０号・６９号・９年７７号・１２年１０７号・１３年

８９号・令和４年５３号〕 

（身分証明書の様式） 

第２１条 法第８２条第２項に規定する身分を示す証明書は、第１６号様式とする。 

（開発行為許可申請書等の提出部数） 

第２２条 法第３０条第１項及び第３５条の２第２項、省令第３４条第１項並びに第８条の２第１

項、第８条の３、第１３条、第１４条及び第１６条の２の申請書、届出書及びその添付図書の提出部

数は、それぞれ正本１部及び副本２部とする。ただし、施行地区をその区域に含む市町が２以上ある

ときは、副本の部数は、当該市町の数に１を加えた数とする。 

一部改正〔昭和５０年規則３７号・５７年１３号・平成５年６９号・８年１０号・１２年１０７号・

１３年８９号〕 

 
附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

一部改正〔昭和５０年規則３７号〕 

２ 本則（第１条、第２条第１項第２号、第３号、第１２号（法第４３条第１項の規定により建築等を許可する部分に限る。）、

第１４号及び第１８号から第２２号まで、第２条の２から第２条の４まで、第７条、第１５条、第１５条の２、第１９条第２項、

第２０条、第２１条から第２３条まで並びに第２５条を除く。）の規定は、法附則第４項の場合について準用する。 

追加〔昭和５０年規則３７号〕、一部改正〔昭和６３年規則４号・平成５年６４号・６９号〕 

附 則（昭和４６年２月１２日規則第９号） 

この規則は、昭和４６年３月１日から施行する。 

附 則（昭和４６年３月３１日規則第３１号） 

１ この規則は、昭和４６年４月１日から施行する。 

２ この規則施行前になされた申請、届出その他の手続でこの規則施行の際まだ処理がなされていないもの又はその処理が継続中

のものについては、なお従前の例による。 

附 則（昭和４６年９月１７日規則第１０２号） 

この規則は、昭和４６年１０月１日から施行する。 

附 則（昭和４６年１０月１５日規則第１１０号） 

この規則は、昭和４６年１１月１日から施行する。 

附 則（昭和４７年３月２４日規則第３４号） 

この規則は、昭和４７年４月１日から施行する。 

附 則（昭和４９年３月８日規則第１１号） 

この規則は、昭和４９年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５０年４月１日規則第３７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５１年１０月１９日規則第８４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５２年５月１６日規則第４５号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 第１８条、第２１条、第２３条及び第３９条に規定する各規則のこれらの規定による改正前の規定に定める様式に基づいて調

製した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（昭和５３年１０月２４日規則第８０号） 

この規則は、昭和５３年１１月１日から施行する。 

附 則（昭和５７年３月３０日規則第１３号） 

１ この規則は、昭和５７年４月１日から施行する。ただし、第２条の２の改正規定は、同年１０月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に知事又は神奈川県横須賀三浦地区行政センター所長に対して行われている申請その他の行為で、この

規則の施行の日以後鎌倉市長が行うこととなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、鎌倉市長に対して行われ

た申請その他の行為とみなす。 

附 則（昭和６１年３月１１日規則第９号） 

１ この規則は、昭和６１年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に知事、神奈川県湘南地区行政センター所長又は神奈川県西湘地区行政センター所長に対して行われて

いる申請その他の行為で、この規則の施行の日以後小田原市長又は茅ケ崎市長が行うこととなる事務に係るものは、この規則の施

行の日以後においては、それぞれ小田原市長又は茅ヶ崎市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。 

附 則（昭和６２年３月２０日規則第１６号） 
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１ この規則は、昭和６２年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に知事又は神奈川県湘南地区行政センター所長に対して行われている申請その他の行為で、この規則の

施行の日以後平塚市長が行うこととなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、平塚市長に対して行われた申請

その他の行為とみなす。 

３ 前項に規定するものを除き、この規則の施行前に行われた申請その他の行為で、この規則の施行の際まだその処理がされてい

ないものについては、なお従前の例による。 

附 則（昭和６３年２月２３日規則第４号） 

１ この規則は、昭和６３年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に知事又は神奈川県県央地区行政センター所長に対して行われている申請その他の行為で、この規則の

施行の日以後厚木市長が行うこととなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、厚木市長に対して行われた申請

その他の行為とみなす。 

附 則（昭和６３年６月７日規則第４２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成元年３月３１日規則第５５号） 

１ この規則は、平成元年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に知事又は神奈川県県央地区行政センター所長に対して行われている申請その他の行為で、この規則の

施行の日以後大和市長が行うこととなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、大和市長に対して行われた申請

その他の行為とみなす。 

附 則（平成３年３月１日規則第７号） 

１ この規則は、平成３年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際改正前の都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する細則の規定（中略）に基づき現に知事又は神奈川

県湘南地区行政センター所長に対して行われている申請その他の行為で、この規則の施行の日以後秦野市長が行うこととなる事務

に係るものは、この規則の施行の日以後においては、秦野市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。 

附 則（平成５年３月３１日規則第４０号） 

１ この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に知事に対して行われている申請その他の行為でこの規則の施行の日以後地区行政センター所長が行う

こととなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、地区行政センター所長に対して行われた申請その他の行為と

みなす。 

３ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

附 則（平成５年５月２８日規則第６４号） 

この規則は、平成５年６月２５日から施行する。 

附 則（平成５年６月２５日規則第６９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前に地区行政センター所長の許可を受けた横須賀市、鎌倉市、藤沢市又は小

田原市の区域内において行われる宅地造成に関する工事等についての第１条の規定による改正後の神奈川県宅地造成等規制法施行

細則（以下「改正後の宅地造成規則」という。）第１条第１項第１号から第３号まで、第７号及び第８号に掲げる事務は、改正後

の宅地造成規則第１条第１項の規定にかかわらず、当分の間、当該地区行政センター所長が行うものとする。 

３ この規則の施行の際現に地区行政センター所長に対して行われている横須賀市、鎌倉市、藤沢市又は小田原市の区域内におい

て行われる宅地造成に関する工事等に係る申請その他の行為で、施行日以後改正後の宅地造成規則第１条第１項の規定により横須

賀市長、鎌倉市長、藤沢市長又は小田原市長が行うこととなる事務に係るものは、施行日以後においては、それぞれ横須賀市長、

鎌倉市長、藤沢市長又は小田原市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。 

４ 施行日前に地区行政センター所長の許可を受けた横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、相模原市、秦野

市、厚木市又は大和市の区域内において行われる開発行為等についての第２条の規定による改正後の都市計画法に基づく開発行為

等の規制に関する細則（以下「改正後の開発行為の規制に関する規則」という。）第２条第１項第４号から第１０号まで、第１２

号（都市計画法第４１条第２項ただし書の規定により建築等を許可する部分に限る。）、第１５号から第２１号までに掲げる事務

は、改正後の開発行為の規制に関する規則第２条第１項の規定にかかわらず、当分の間、当該地区行政センター所長が行うものと

する。 

５ この規則の施行の際現に地区行政センター所長に対して行われている横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎

市、相模原市、秦野市、厚木市又は大和市の区域内において行われる開発行為等に係る申請その他の行為で、施行日以後改正後の

開発行為の規制に関する規則第２条第１項の規定により横須賀市長、平塚市長、鎌倉市長、藤沢市長、小田原市長、茅ケ崎市長、

相模原市長、秦野市長、厚木市長又は大和市長が行うこととなる事務に係るものは、施行日以後においては、それぞれ横須賀市

長、平塚市長、鎌倉市長、藤沢市長、小田原市長、茅ケ崎市長、相模原市長、秦野市長、厚木市長又は大和市長に対して行われた

申請その他の行為とみなす。 

６ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

附 則（平成６年９月３０日規則第１５４号） 

この規則は、平成６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成７年３月３１日規則第５８号） 

１ この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正前の各規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することがで

きる。 

附 則（平成８年３月１９日規則第１０号） 

この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年３月２９日規則第４５号） 

この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年３月３１日規則第７７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に第１条から第４条までに規定する各規則のこれらの規定による改正前の規定によりなされた申請その他の
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手続又は行為のうちこの規則の施行の日以後において土木事務所長が行うこととなる事務に係るもので、この規則の施行の際まだ

その処理がなされていないものは、この規則の施行の日以後においては、土木事務所長に対してなされた申請その他の手続又は行

為とみなす。 

３ 第３条の規定による改正前の都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する細則に定める様式に基づいて作成した用紙は、な

お当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

附 則（平成１２年３月３１日規則第１０７号） 

１ この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

附 則（平成１２年１０月３１日規則第１４２号） 

この規則は、平成１２年１１月１日から施行する。 

附 則（平成１２年１２月１９日規則第１５３号） 

この規則は、平成１３年１月６日から施行する。 

附 則（平成１３年３月２３日規則第１６号） 

この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年５月１５日規則第８９号） 

１ この規則は、平成１３年５月１８日から施行する。 

２ 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律（平成１２年法律第７３号）附則第６条第２項に規定する確認に関する事務

（鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎市、相模原市、秦野市及び厚木市の区域内において行われるものを除く。）は、土木事務所長に委任す

る。 

附 則（平成１３年１０月１９日規則第１２１号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正前の各規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することがで

きる。 

附 則（平成１４年２月２２日規則第９号） 

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年３月２０日規則第３０号） 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。ただし、第１６号様式（裏）の改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年３月２５日規則第３８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年１１月３０日規則第１１４号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

附 則（平成２４年５月１１日規則第６３号） 

１ この規則は、平成２４年６月１日から施行する。ただし、第２条に１号を加える改正規定及び第３号様式の改正規定は、公布

の日から施行する。 

２ 第２条に１号を加える改正規定の施行の日前に知事に対してなされた都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号）第

６０条の規定による書面の交付の申請（鎌倉市、藤沢市及び秦野市の区域内において行われたものを除く。）で、第２条に１号を

加える改正規定の施行の際まだその処理がなされていないものは、同日以後においては、土木事務所長に対してなされた申請とみ

なす。 

３ 改正後の第１８条第１項の規定は、この規則の施行の日以後に都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３０条第１項に規

定する申請を行い、同法第２９条の許可を受けた開発行為（当該許可を受けた後に同法第３５条の２第１項の許可を受けたもの及

び同法第３５条の２第３項に規定する届出に係るものを含む。）に関する工事の施行者について適用する。 

附 則（平成３１年３月２９日規則第２４号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の改正規定（「建ぺい率」を「建蔽率」に改める部分を除く。）は、平

成３１年４月１日から施行する。 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

附 則（令和元年６月２５日規則第１５号） 

この規則は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則（令和３年９月２８日規則第８０号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正前の各規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することがで

きる。 

附 則（令和４年８月９日規則第５３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

（事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則の一部改正） 

３ 事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則（平成１２年神奈川県規則第３９号）の一部

を次のように改正する。 

（次のよう略） 

第１号様式（第３条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 
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３ 藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例（抜粋） 
平成 20 年 12 月 26 日 

（藤沢市）条例第 19 号 
第 4章 都市計画法に基づく開発許可の基準 

 

(道路に関する技術的細目の制限の強化) 

第４４条 法第 33 条第 3 項の規定による道路に関する技術的細目において定められた

制限の強化については、次のとおりとする。 

(1)予定建築物(用途が住宅であるものに限る。)の敷地に接するように配置されている開

発区域内の道路の延長が 100 メートル以下の小区間で通行上支障がない場合における

当該道路の幅員の最低限度は、別表第 7 の左欄及び中欄に掲げる開発区域の規模等及

び道路の延長の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める道路の幅員(当該道路と一体

的に機能する開発区域の周辺の道路の幅員が同表の右欄に定める値を超える場合には、

当該幅員)とする。 

(2)道路の構造は、次のとおりとする。ただし、安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない

と市長が認めるときは、この限りでない。 

ア 道路は、アスファルト・コンクリート又はセメント・コンクリートによる舗装と

する。 

イ 縦断勾配が 9 パーセントを超える道路は、滑止めの措置が講じられた舗装とする。 

(3)道路の街角の切取りは、次のとおりとする。 

ア 道路が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所又は歩道のない道路の曲がり角

は、当該道路の両端が街角の切取りの長さが 3 メートル以上である構造とする。た

だし、当該道路の交差角が 120 度以上であり、かつ、その交差部分から直近の屈曲

部までの長さが 3メートル以上である場合は、この限りでない。 

イ アの規定にかかわらず、地形の状況その他やむを得ない状況により、当該道路の

両端に街角の切取りを行うことができないときは、当該道路の片端に街角の切取り

の長さが 4.5 メートル以上の構造とすることができる。 

 

(公園に関する技術的細目の制限の強化) 

第４５条 法第 33 条第 3 項の規定による公園に関する技術的細目において定められた

制限の強化については、次のとおりとする。 

(1)開発区域の面積が 0.3 ヘクタール以上 5ヘクタール未満の開発行為にあっては、次に

定めるとおりとする。 

ア 主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為において設置すべき施設の

種類は、公園とする。 

イ 開発区域の面積が 0.3 ヘクタール以上 2 ヘクタール未満の開発行為にあっては、

設置すべき公園、緑地又は広場の数は、1とする。 

ウ 開発区域の面積が 2 ヘクタール以上 5 ヘクタール未満の開発行為にあっては、設

置すべき公園、緑地又は広場の 1 箇所当たりの面積の最低限度は、1,000 平方メー

トルとする。 

エ 設置すべき公園の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度は、共同

住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては 6 パーセント、一戸建ての

住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては 5パーセントとする。 

オ 設置すべき公園、緑地又は広場の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最

低限度は、住宅以外の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては 5

パーセントとする。 

(2)開発区域の面積が 5 ヘクタール以上の開発行為にあっては、次に定めるとおりとす
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る。 

ア 設置すべき公園、緑地又は広場の 1 箇所当たりの面積の最低限度は、1,000 平方

メートルとする。 

イ 設置すべき公園の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度は、共同

住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては 6 パーセント、一戸建ての

住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては 5パーセントとする。 

ウ 設置すべき公園、緑地又は広場の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最

低限度は、住宅以外の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては 5

パーセントとする。 

(3)公園の利用者の安全の確保を図るために必要な措置は、出入口に車止め又は利用者が

公園から飛び出すことを防止する柵及び公園の外周(出入口に係る部分を除く。)に柵

を設置することとする。ただし、公園の利用者の安全上支障がないと市長が認める場

合にあっては、この限りでない。 

 

(住宅の敷地面積の最低限度) 

第４６条 法第 33 条第 4 項に規定する予定される建築物の用途は、住宅とし、当該建築

物の敷地面積の最低限度は、別表第 8 の左欄に掲げる用途地域等の区分に応じ、それぞ

れ同表の右欄に定めるとおりとする。 

2 前項の建築物の敷地が別表第 8 の左欄に掲げる区分のうち 2 以上の区分に該当する

場合においては、その敷地の部分のうち最大面積を有する部分に該当する区分にその敷

地のすべてが存するものとして、同項の規定を適用する。 
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別表第７（第４４条関係） 

開発区域の規模等 道路の延長 道路の幅員 

階数が２以下の共同

住宅又は一戸建ての

住宅 

２,０００平方メートル

未満 

７０メートル以下 ４．５メート

ル 

７０メートルを超え 

１００メートル以下 

５メートル 

２,０００平方メートル

以上 

３,０００平方メートル

未満 

１００メートル以下 ５メートル 

階数が３以上の共同

住宅 

１,０００平方メートル

未満 

７０メートル以下 ４．５メートル 

７０メートルを超え 

１００メートル以下 

５メートル 

１,０００平方メートル

以上 

３,０００平方メートル

未満 

１００メートル以下 ５メートル 

 

別表第８（第４６条関係） 

用途地域等 宅地規模 

風致地区（法第８条第１項第７号に規定する風致地区をいう。

以下同じ。）に指定されている地区外の第１種低層住居専用地

域及び第２種低層住居専用地域 

１２０平方メートル 

風致地区に指定されている地区内の第１種低層住居専用地域及

び第２種低層住居専用地域 

１３０平方メートル 

第１種低層住居専用地域及び第２種低層住居専用地域以外の市

街化区域で１,０００平方メートル未満 

１００平方メートル 

第１種低層住居専用地域及び第２種低層住居専用地域以外の市

街化区域で１,０００平方メートル以上３,０００平方メートル

未満 

１１０平方メートル 

第１種低層住居専用地域及び第２種低層住居専用地域以外の市

街化区域で３,０００平方メートル以上 

１２０平方メートル 
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４ 定期借地権を活用した開発行為により設置される道路の取扱い基準 
（平成 10 年４月１日施行）（神奈川県） 

 
第１（趣旨） 
この基準は、平成９年３月 28 日付け建設省経民発第 13 号「定期借地権を活用した開

発行為等により設置された道路の取扱い基準案について」に基づき、昭和 57 年７月 16
日付け建設省経民発第 30 号、同 33 号に定める取扱いに係わらず開発行為により設置さ

れる道路をやむを得ず私道とすることができる場合の取扱基準として定めたものである。 
 
第２（定義） 
この取扱い基準による用語は、都市計画法に規定する用語のほか、次の各号のとおり

とする。 
（１）「定期借地権」とは、借地借家法（平成３年法律第 90 号）第 22 条に規定する定期

借地権をいう。 
（２）「私道」とは、都市計画法第 32 条の規定による公共施設等の同意及び協議におい

て、新設される道路のうちその用に供する土地の帰属・管理が国県市町以外とな

る場合の道路をいう。 
 
第３（適用基準） 
この基準は、次の各号に該当する開発行為について適用する。 

（１）当該開発行為は、定期借地権を活用した開発行為でありかつ新設道路（既存道路

の拡幅は除く｡）について開発許可申請者から私道として取り扱うよう要望がある

もの。 
（２）当該開発区域の面積は、3,000 平方メートル未満であること。 
（３）当該開発許可に係る予定建築物の用途及び規模は、第１種又は第２種低層住居専

用地域に建築できるものであること。 
 
第４（私道等設置基準） 
私道とすることができる道路は、次の各号に該当する道路とする。 

（１）当該道路は、都市計画法第 33 条に規定する技術基準に基づき築造されるものであ

ること。 
（２）当該道路は、沿道宅地へのサービス以外の目的の通過交通が生じないものであっ

て、かつ当該開発区域外の土地における建築物の建築等に利用されるおそれがな

い形状・形態のものであること。 
（３）当該道路に設置される排水・水道・ガス施設等は、当該開発区域のみを対象とし

て設置されるものであること。 
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５ 藤沢市開発登録簿閲覧規則 
昭和 45 年 6 月 24 日 

（藤沢市）規則第 18 号 
（目的） 

第１条 この規則は、都市計画法施行規則（昭和 44 年建設省令第 49 号）第 38 条第２項

の規定に基づき、開発登録簿の閲覧等について、必要な事項を定めることを目的とする。 

  

（開発登録簿閲覧所の設置） 

第２条 開発登録簿閲覧所（以下「閲覧所」という。）は、開発行為の許可事務主管課及

び建築確認事務主管課内に置く。 

  

（閲覧時間等） 

第３条 閲覧所における閲覧時間は、藤沢市の休日を定める条例（平成元年藤沢市条例

第 24 号）に規定する市の休日以外の日の午前８時 45 分から午後５時までとする。 

２ 市長は、開発登録簿（以下「登録簿」という。）の整理等のため必要があると認める

ときは、前項の市の休日以外の日を登録簿を閲覧に供しない日とし、又は同項の閲覧時

間を変更することができる。この場合において、市長は、あらかじめその旨を閲覧所に

掲示するものとする。 

  

（閲覧等の手続） 

第４条 登録簿を閲覧し、又はその写しの交付を請求しようとする者は、別に定める開

発登録簿閲覧等申請書に必要な事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。 

  

（証明書自動交付機による閲覧等） 

第５条 前条の規定にかかわらず、市長は、証明書自動交付機を操作させる方法により、

閲覧及び写しの交付の手続をさせることができる。 

  

（閲覧上の注意） 

第６条 第４条の規定により閲覧の承認を受けた者及び前条の規定により閲覧及び写し

の交付の手続をしようとする者は、担当職員の指示に従い、登録簿を閲覧しなければな

らない。 

  

（閲覧の停止等） 

第７条 市長は、次の各号に掲げる一つに該当する者の閲覧を停止し、若しくは禁止し、

又は写しの交付の請求を拒否することができる。 

(１) 前条の規定に違反した者 

(２) 登録簿を汚損し、若しくは破損した者又はそのおそれがあると認められる者 

(３) 他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者 

 
附則（略） 
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６ 藤沢市手数料条例（抜粋） 
平成 12 年 3 月 30 日 

（藤沢市）条例第 48 号 
 

(手数料の額等) 

第2条 次の各号に掲げる事務の手数料は、当該各号に定める額とする。 

 (3) 別表第3に掲げる開発行為等に関する事務の手数料 同表に定める額 

別表第3(第2条関係) 

開発行為等に関する事務の手数料 

1 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この表において「法」という。)による事務の手数料 

（別表第3 略） 

 

開発行為許可申請手数料 H9 年 4 月 1 日～ 

開発行為 
自己用 

自己用以外 
居住用 非住宅 

0.1ha 未満  8,600 円 13,000 円 86,000 円 

0.1ha 以上、0.3ha 未満  22,000 円 30,000 円 130,000 円 

0.3ha 以上、0.6ha 未満  43,000 円 65,000 円 190,000 円 

0.6ha 以上、1.0ha 未満  86,000 円 120,000 円 260,000 円 

1.0ha 以上、3.0ha 未満  130,000 円 200,000 円 390,000 円 

3.0ha 以上、6.0ha 未満  170,000 円 270,000 円 510,000 円 

6.0ha 以上、10.0ha 未満  220,000 円 340,000 円 660,000 円 

10.0ha 以上  300,000 円 480,000 円 870,000 円 

法 45 条（特定承継） 
1ha 未満 

1,700 円 
1,700 円 

17,000 円 
1ha 以上 2,700 円 

設計変更 手数料×10 分の 1 円 

編入及び設計変更 合算額の上限 870,000 円 

その他変更 10,000 円 

 

建築等許可申請手数料 H9 年 4 月 1 日～ 

0.1ha 未満  6,900 円 

0.1ha 以上、0.3ha 未満  18,000 円 

0.3ha 以上、0.6ha 未満  39,000 円 

0.6ha 以上、1.0ha 未満  69,000 円 

1.0ha 以上  97,000 円 

４２条建築許可  26,000 円 

 

開発登録簿の写しの交付手数料 
1 枚  470 円 
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７ 開発許可等の標準処理期間 
（藤沢市） 

 

標準処理期間は、行政手続法第6条に規定されており、「行政庁」は、処分をするまで

に通常要すべき標準的な期間を定めるよう努め、藤沢市行政手続条例第5条の規定によ

り、法第29条、第42条及び第43条等の許可権者である藤沢市長は、各標準的な期間を定

めることになります。 

標準処理期間とは、申請が受理されてから処分されるまでの通常要する標準的期間

で、次のとおりとする。 

行政処分名 都市計画法根拠条文 標準処理期間 

（日数） 

開発行為の許可 

第２９条 

（５ha 未満） 
４５ 

（５ha 以上） ６０ 

開発行為の変更許可 第３５条の２第１項 
３０ 

 

制限解除の承認 第３７条 １４ 

定められた建ぺい率等の制限を超えたる建築

物の許可 
第４１条第２項 ２１ 

予定建築物等以外の建築等の許可 第４２条第１項 ２１ 

市街化調整区域内における建築行為等の許可 第４３条第１項 ４５ 

許可に基づく地位の継承の承認 第４５条 １４ 
（注） 

上記の期間には、次の期間は含まない。 

（１） 申請書の不備等の理由により申請を補正するために必要とする日数（申請者が審査

に必要な新たな書類、資料等を添付するために必要とする日数を含む。） 

（２） 申請者が自ら申請内容を変更するために必要とする日数 

（３） 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日並びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの期間 

（４） 神奈川県開発審査会へ付議するために必要とする日数 

 
 

  



資料編 第 1 章 

開発許可関係例規集 

 

資１－39 

８ 都市計画法第 34 条の 2 第 1項及び第 43 条第 3項に基づく国の機関等

との協議に係る取扱指針 
（藤沢市）（2018年11月1日一部改正） 

 

１ 都市計画法（以下「法」という。）第 34 条の２第１項（法第 35 条の２第４項におい

て準用する場合を含む。）及び第 43 条第３項に基づく国の機関等との協議に係る取扱

いについては、関係法令等に定めるところによるほか、この指針によるものとする。 

２ 法第 34 条の２第１項の規定による協議及び法第 35 条の２第４項において準用する

法第 34 条の２第１項の規定による協議について 

（１）協議の申出 

ア 法第 34 条の２第１項の規定による協議をしようとする者から開発行為協議申

出書（様式 10）、法第 35 条の２第４項において準用する法第 34 条の２第１項の

規定による協議をしようとする者から開発行為変更協議申出書（様式 11）の提出

を求めるものとする。 

イ 各申出書及び(2)の添付書類の提出部数は、それぞれ正本１部及び副本１部とす

る。 

（２）添付書類 

(1)の開発行為協議申出書には、法第 30 条第２項及び都市計画法に基づく開発

行為等の規制に関する細則（神奈川県）（以下「細則」という。）第６条に規定する

図書を、開発行為変更協議申出書には当該図書のうち当該変更に伴いその内容が

変更されるものの添付を求めるものとする。 

（３）協議内容 

ア 協議は、法第 33 条及び第 34 条の基準にかんがみて行うものとする。 

イ 法第 34 条第 14 号に該当する開発行為に関しては、神奈川県開発審査会の議を

経るものとする。 

（４）協議の成立 

協議内容が適当と認められたときは、申出者に対して開発行為同意書（様式12）

又は開発行為変更同意書（様式 13）を交付するものとする。 

３ 法第 43 条第３項の規定による協議について 

（１）協議の申出 

ア 協議をしようとする者から、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一

種特定工作物の新設協議申出書（様式 14）の提出を求めるものとする。 

イ 申出書及び(2)の添付書類の提出部数は、それぞれ正本１部及び副本１部とする。 

（２）添付書類 

 (1)の協議申出書には、細則第 15 条に規定する図書の添付を求めるものとする。 

（３）協議内容 

ア 協議は、都市計画法施行令（以下「政令」という。）第 36 条の基準にかんがみ

て行うものとする。 

イ 政令第 36 条第１項第３号ホに該当する建築行為に関しては、神奈川県開発審査

会の議を経るものとする。 

（４）協議の成立 

協議内容が適当と認められたときは、申出者に対して建築物の新築、改築若し

くは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議同意書（様式 15）を交付するも

のとする。 

４ 協議成立後の取扱い 

２又は３の協議成立後の各手続においては、必要に応じ、細則の規定を準用するも

のとする。 
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５ その他 

２及び３の協議に関し、この取扱指針に定めのない事項については、市長が申出者

と協議の上、決定するものとする。 

 
（様式 10） 

開発行為協議申出書 

 
都市計画法第 34 条の２第１項の規定により、次のとおり開発行為の協議を申し出ます。 

 

   年  月  日 

 

藤沢市長 

           様 

 

協議申出者 住  所 

                       氏  名          印 

                       電話番号 

開 

発 

行 

為 

の 

概 

要 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

 

２ 開発区域の面積  

           平方メートル 

３ 予定建築物等の用途  

 

４ 工事施行者の住所及び氏名  

 

５ 工事着手予定年月日  

 

６ 工事完了予定年月日  

 

７ 法第 34 条の該当号及び該当する理由  

 

８ その他必要な事項  

 

 

※ 受付の年月日及び番号 

 

    年  月  日 第   号 

 

※ 同意に付した条件 

 

 

 

※ 同意年月日及び番号 

 

年  月  日 第   号 

備考 １ ※印のある欄には、記入しないでください。 

   ２ 「法第 34 条の該当号及び該当する理由」の欄は、申出に係る開発行為が市街化調整区域

内において行われる場合に記入してください。 

   ３ 「その他必要な事項」の欄には、農地法その他の法令による許可、許可等を必要とする場

合には、その手続の状況を記入してください。 
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開発許可関係例規集 

 

資１－41 

（様式 11） 
 

開発行為変更協議申出書 

 
都市計画法第３５条の２第４項において準用する同法第３４条の２第１項の規定により、次のとお

り開発行為の変更の協議を申し出ます。 

 

   年  月  日 

 

藤沢市長 

           様 

 

協議申出者 住  所 

                       氏  名          印 

                       電話番号 

開 

発 

行 

為 

の 

変 

更 

の 

概 

要 

1 開発区域に含まれる地域の名称  

 

２ 開発区域の面積  

           平方メートル 

３ 予定建築物等の用途  

 

４ 工事施行者の住所及び氏名  

 

５ 法第 34 条の該当号及び該当する理由  

 

６ その他必要な事項  

 

 

開発行為の同意年月日及び番号 

 

年  月  日 第   号 

 

変更の理由 

 

 

 

※ 受付の年月日及び番号 

 

年  月  日 第   号 

 

※ 同意に付した条件 

 

 

 

※ 同意年月日及び番号 

 

年  月  日 第   号 

備考 １ ※印のある欄には、記入しないでください。 

   ２ 「法第 34 条の該当号及び該当する理由」の欄は、申出に係る開発行為の変更が市街化調

整区域内において行われる場合に記入してください。 

   ３ 「その他必要な事項」の欄には、開発行為の変更を行うことについて、農地法その他の法

令による許可、許可等を必要とする場合には、その手続の状況を記入してください。 

   ４ 「開発行為の変更の概要（その他必要な事項を除く。）」の欄については、変更前及び変更

後の内容がわかるように対照させて記入してください。 
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開発許可関係例規集 

 

資１－42 

（様式 12） 
開発行為同意書 

 
 

指令開業第 － 号 
年（令和  年） 月 日 

 
 
〇〇 様 
 

藤沢市長      
〇〇   印 

 
 

    年  月  日付け（第〇〇号）で申出のあった次の開発行為については、都市計画法（昭

和４３年法律第１００号）第３４条の２第１項に基づき、次の（条件及び制限）を付して同意します。 
 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

 藤沢市 
 
２ 開発区域の面積 
     平方メートル 
 
 
（条件及び制限） 

 
（様式 13） 

開発行為変更同意書 

 
 

指令開業第 － 号 
年（令和  年） 月 日 

 
 
〇〇 様 
 

藤沢市長      
〇〇   印 

 
 

    年  月  日付け（第〇〇号）で申出のあった次の開発行為については、都市計画法（昭

和４３年法律第１００号）第３５条の２第４項において準用する同法第３４条の２第１項の基づき、

次の（条件及び制限）を付して同意します。 
 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

  藤沢市 

 

２ 開発区域の面積 

     平方メートル 
 

（条件及び制限） 
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開発許可関係例規集 

 

資１－43 

（様式 14） 
建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定 

工作物の新設協議申出書 

 
都市計画法第 43 条第３項の規定により、（建築物、第一種特定工作物）の（新築、改築、用途の変更、

新設）の協議を申し出ます。 

 

   年  月  日 

 

藤沢市長 

           様 

 

協議申出者 住  所 

                       氏  名          印 

                       電話番号 

１ 建築物を建築しようとする土地、用途

の変更をしようとする建築物の存する

土地又は第一種特定工作物を新設しよ

うとする土地の所在、地番、地目及び面

積 

 

 

 

 

２ 建築しようとする建築物、用途の変更

後の建築物又は新設しようとする第一

種特定工作物の用途 

 

 

 

３ 改築又は用途の変更をしようとする

場合は既存の建築物の用途 

 

 

４ 建築しようとする建築物、用途の変更

後の建築物又は新設をしようとする第

一種特定工作物が法第 34 条第１号から

第 10 号まで又は政令第 36 条第１項第

３号ロからホのいずれの建築物又は第

一種特定工作物に該当するかの記載及

びその理由 

 

 

 

 

 

 

 

５ その他必要な事項  

 

 

※ 受付の年月日及び番号 

 

      年  月  日 第   号 

 

 

※ 同意に付した条件 

 

 

 

※ 同意年月日及び番号 

 

年  月  日 第   号 

備考 １ ※印のある欄には、記入しないでください。 

   ２ 「その他必要な事項」の欄には、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定

工作物の新設をすることについて、他の法令による許可、許可等を要する場合には、その手

続きの状況を記入してください。 
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開発許可関係例規集 

 

資１－44 

 

（様式 15） 
建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定 

工作物の新設協議同意書 

 

 
指令開業第 － 号 

年（令和  年） 月 日 
 
 
〇〇 様 
 

藤沢市長      
〇〇   印 

 
 
    年  月  日付け（第 号）で申出のあった次の（建築物、第一種特定工作物）の（新築、

改築、用途の変更、新設）については、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４３条第３項に

基づき、次の（条件及び制限）を付して同意します。 

 

１ 建築物を建築しようとする土地、用途の変更をしようとする建築物の存する土地又は第一種特定

工作物を新設しようとする土地の所在地 

 

藤沢市 

  

２ １の敷地面積 

     平方メートル 
 

 

（条件及び制限） 

 


